
Title 最近國際政治情勢
Sub Title
Author 英

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication year 1937

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.16, No.2 (1937. 6) ,p.157- 168 

JaLC DOI
Abstract
Notes 季報
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19370630-

0157

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


㎜

最
近
國
際
政
泊
情
勢

（363）

〔
英
國
∴
ン
ヨ
奮
ヂ
穴
世
の
鵬
擶
冠
式
〕
去
る
五
月
十
二
日
ジ
留

ー
ヂ
六
驚
並
に
エ
リ
ザ
ペ
ス
一
塁
后
は
、
ウ
呂
ス
墨
魯
、
ン
ス
タ
監
大

寺
院
に
於
て
、
カ
ン
タ
ペ
サ
ー
大
傭
正
司
祭
の
下
に
戴
冠
式
を
撃

行
し
登
極
の
儀
式
キ
絡
つ
た
。
其
の
夜
墨
帝
は
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮

殿
か
ら
ラ
ヂ
オ
を
通
じ
て
國
民
に
封
す
る
メ
．
ゼ
■
ヂ
を
放
邊
さ

れ
た
。
即
ち
皇
帝
は
王
冠
が
全
英
國
民
一
致
團
結
の
表
象
で
あ
る

　
が
、
自
ら
は
之
を
瀞
の
恵
と
英
帝
國
々
民
の
意
思
に
塞
い
て
戴
け

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
彊
綱
し
、
皇
帝
及
び
國
民
は
協
力
し
て
其

　
の
光
輝
あ
る
逡
産
の
維
持
に
努
力
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
帝
國
國
民

相
互
の
自
由
な
結
合
に
よ
つ
て
の
み
將
楽
の
卒
和
と
進
歩
と
が
實

　
　
　
　
　
盤
｝
避
國
糠
欧
治
情
勢

現
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
結
ば
れ
完
。

〔英帝國

曾
磯
の
開
催
〕
戴
冠
式
を
機
會
に
各
地
よ
の
倫
敦
に

参
集
せ
る
各
自
治
領
及
び
印
度
代
表
よ
り
成
る
英
帝
國
禽
議
淋
五

月
十
四
日
よ
O
開
催
さ
れ
た
。
本
會
議
は
實
に
一
九
三
二
年
以
策

五
年
振
り
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
多
大
の
期
待
難
掛
け
ら

れ
て
ゐ
た
。
議
題
は
帝
國
の
國
防
が
霊
題
と
さ
れ
た
が
，
愛
薦
ぱ

絡
に
出
席
せ
ウ
、
且
つ
英
本
國
の
職
錦
に
ぱ
蜷
豊
込
ま
れ
る
こ
と

を
欲
し
な
い
自
治
領
を
持
つ
英
國
と
し
て
ぱ
、
國
防
問
題
ぱ
直
ち

に
英
帝
國
憲
法
即
ち
自
治
領
封
本
國
と
の
闘
係
に
就
て
の
間
題
で

あ
る
の
で
何
の
程
度
の
解
決
を
得
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
叉
藻
洲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒
颪
七



鰍）

　
　
　
　
　
戯
．
近
観
陳
敷
漕
権
勢

首
相
ジ
イ
オ
ン
ズ
の
太
不
洋
不
侵
略
條
約
の
提
案
が
あ
つ
て
盤
界

の
注
目
を
惹
い
た
部
、
其
勉
講
題
と
さ
れ
た
も
の
は
英
帝
國
内
の

交
逡
、
航
灘
、
経
濟
聞
題
等
で
あ
つ
た
o

〔
愛
蘭
新
憲
法
詳
報
〕
　
愛
蘭
自
由
國
が
憲
法
を
修
正
し
て
英
本

國
か
ら
猫
立
す
る
に
至
り
た
る
こ
と
は
前
號
に
観
載
せ
る
通
⑪
で

あ
る
が
、
薪
國
家
は
其
の
名
を
鰻
器
と
改
め
、
國
旗
も
「
主
穫
，

猫
立
、
民
主
政
』
の
表
象
と
し
て
緑
、
自
、
オ
レ
ン
ヂ
の
三
色
旗

と
し
。
冨
語
は
愛
蘭
語
を
探
用
す
る
こ
と
に
決
し
た
o
最
高
権
力

者
と
し
て
の
大
続
領
は
民
蓬
に
よ
り
，
任
期
は
七
年
と
し
・
大
臣

任
命
議
舎
解
散
、
法
律
裁
可
、
國
防
統
廓
権
を
附
與
さ
れ
て
ゐ
る
。

議
會
は
上
下
爾
院
よ
り
成
り
、
下
院
の
任
期
は
最
長
七
年
と
し
、

上
院
議
員
六
＋
名
中
＋
一
名
は
大
臣
の
任
命
に
掛
砂
，
他
ぱ
大
學

及
ぴ
職
能
選
経
霞
制
を
探
用
す
る
こ
と
ム
し
た
o
侮
匠
立
法
に
就

て
ぱ
上
院
の
多
数
及
び
下
院
三
分
の
一
の
請
願
を
以
て
大
統
領
の

否
認
権
行
使
を
認
め
、
其
の
場
合
に
は
一
般
投
票
に
よ
つ
て
最
後

的
決
定
を
な
す
こ
と
嵩
し
た
。
最
後
に
英
本
國
と
の
關
係
に
就
で

は
國
際
問
題
に
就
き
「
他
の
團
盟
及
ぴ
國
際
聯
盟
と
協
力
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
錠
八

と
あ
る
ぺ
し
」
と
b
ふ
欝
葉
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
丈
響
あ
る
◎

〔
米
國
大
統
領
の
豫
算
特
別
激
審
〕
　
大
統
領
ル
ー
ズ
ヴ
昌
ル

ト
は
四
月
二
＋
日
の
麟
禽
に
豫
算
特
別
敬
警
を
逡
O
見
積
⑫
の
麗

更
を
読
明
し
た
。
即
ち
本
年
度
に
於
て
は
税
牧
入
（
重
に
斯
得
税
）

の
減
牧
に
よ
り
歳
入
が
六
億
0
鯉
百
萬
弗
の
減
少
を
示
し
た
こ
と

が
特
記
さ
れ
て
ゐ
る
o
從
つ
て
明
年
度
豫
算
中
産
業
復
興
及
ぴ
失

業
救
濟
費
十
五
億
弗
を
維
持
せ
ん
と
す
る
な
ら
ぱ
明
年
度
末
に
豫

想
さ
れ
る
践
入
不
足
は
凶
億
剛
千
八
百
寓
弗
に
遽
す
る
見
込
で
あ

る
か
ら
、
税
牧
破
保
の
慧
味
か
ら
新
税
の
設
定
及
ぴ
節
減
繰
艇
、

資
産
轡
へ
却
鱈
V
の
方
法
に
櫨
㎜
る
外
翫
く
、
特
に
新
一
視
設
定
の
穫
｛
限
を

大
統
領
に
附
與
す
ぺ
遷
こ
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
o

〔
米
國
・
リ
ゲ
ナ
匿
鱒
働
法
澹
憲
な
ら
ず
］
　
去
る
四
月
＋
二

日
米
國
大
審
院
は
鋼
鐡
、
自
動
箪
、
蓮
楡
，
衣
服
等
各
産
業
は
イ

ン
タ
ー
夢
ス
テ
ー
ト
・
認
ン
Ψ
ー
ス
な
り
と
い
ふ
新
解
繹
の
下
に
、

同
法
院
に
提
出
さ
れ
て
ゐ
た
五
訴
訟
に
就
き
政
府
勝
訴
の
制
決
を

下
し
た
。
從
つ
て
今
後
之
等
各
産
業
部
門
の
勢
働
者
は
、
（
一
）
雇

主
の
干
渉
な
し
に
組
合
を
組
織
し
、
（
二
）
代
表
の
自
由
選
揮
、
（
三
）



ζ365）

最
大
組
合
を
通
じ
て
の
團
髄
交
渉
櫃
、
（
四
）
雇
主
の
彊
制
的
團
盟

交
渉
受
諾
磯
務
の
諸
原
則
を
獲
得
し
た
。
其
の
結
果
ル
イ
ス
一
派

の
産
業
測
組
合
組
織
が
勢
力
を
伸
長
す
ぺ
き
は
當
然
で
あ
る
が
、

最
近
頻
褒
す
る
舅
働
孚
議
に
國
外
で
訓
練
さ
れ
た
蓮
動
員
が
潜
入

し
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
賓
と
興
に
將
楽
の
勢
働
問
題
に
封
し
て
新
し

恥
問
題
を
提
示
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
o
併
し
乍
ら
政
府
と
し
て

は
大
審
院
改
箪
（
前
號
報
道
）
が
全
國
的
反
封
に
遭
ひ
つ
』
あ
る
折

柄
今
同
の
勝
訴
に
氣
を
良
く
し
て
ゐ
る
o

〔
猫
逸
・
闇
廟
及
び
敵
府
要
人
全
鄙
入
薫
〕
　
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は

一
月
三
十
日
の
閣
議
に
於
て
陸
海
軍
爾
畏
官
フ
リ
ッ
チ
呂
及
び
レ

ー
ダ
ー
雨
氏
其
他
閣
僚
、
政
府
要
人
全
部
を
ナ
チ
窯
籍
に
編
入
せ

し
め
た
o
之
に
よ
つ
て
政
府
及
ぴ
欝
の
完
全
な
る
統
一
を
計
欝
し

て
ゐ
る
の
噂
あ
る
が
驚
將
來
は
今
迄
の
嚴
格
な
る
入
窯
制
限
は
撤

農
さ
れ
る
筈
で
あ
る
o

〔
猫
遽
・
禦
”
敬
”
彊
謡
脳
緩
和
〕
　
ヒ
ッ
ト
ラ
董
は
政
櫃
獲
得
以
來
宗

歎
統
一
を
目
的
と
し
、
宗
数
揮
腿
を
績
け
て
楽
た
が
、
猫
乙
新
敦

鳶
會
派
の
猛
烈
な
反
封
に
遭
ぴ
、
経
に
総
統
令
を
以
て
編
昔
敦
會

　
　
　
　
　
最
近
鰯
際
敏
治
檜
勢

に
封
す
る
教
麗
統
制
構
を
許
す
旨
酸
令
し
た
演
、
ヒ
ッ
争
ラ
憲
最

初
の
敗
北
と
し
て
注
洞
さ
れ
て
ゐ
る
o

〔
デ
ン
マ
匿
り
皇
帝
の
五
†
年
佳
飾
瀧
甑
凸
墓
帝
ク
リ
ス
チ

ア
ン
十
世
は
去
る
五
月
十
四
日
そ
の
佳
箇
貌
典
を
鰹
行
し
た
が
、

皇
帝
は
一
八
七
〇
年
に
謹
ペ
ン
ハ
奪
が
ン
に
生
れ
、
一
八
九
八
年

に
マ
ク
レ
ン
プ
ル
グ
の
ア
レ
キ
サ
ン
寵
リ
ン
皇
后
と
結
婚
さ
れ
、

　
一
九
＝
一
年
に
王
位
を
纒
が
れ
た
の
で
あ
る
o
皇
帝
は
現
在
で
も

毎
朝
輩
濁
梁
馬
に
て
コ
ペ
ン
ハ
奪
ゲ
ン
の
街
を
散
歩
さ
れ
る
が
、

新
聞
費
子
に
も
親
し
く
會
繹
を
賜
る
と
い
ふ
民
主
的
な
皇
帝
と
さ

れ
て
ゐ
る
o
從
つ
て
今
同
の
佳
籔
観
典
に
は
國
民
的
醜
典
が
畢
行

さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
o

〔
填
太
利
の
ナ
手
ス
彌
躍
〕
首
相
シ
昌
シ
昌
、
3
グ
は
去
る
二

月
組
國
験
線
大
會
に
於
て
、
ナ
チ
ス
再
建
の
填
太
莉
國
昆
難
及
び

復
騨
蓮
動
爾
者
に
封
し
て
弾
匪
方
鍔
を
執
る
こ
と
を
聲
明
し
、
喚

太
利
の
歴
史
を
奪
重
す
る
胆
國
職
線
の
券
が
瞬
國
の
政
策
を
決
定

す
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
し
海
が
、
最
返
内
相
シ
ュ
チ
ル
メ
ル
は
そ

の
親
猫
政
策
か
ぢ
ナ
チ
ス
蝉
屡
法
撤
回
を
策
し
爾
者
間
に
欝
立
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
竃
九
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最
近
圃
際
震
治
惰
勢

生
じ
た
o
其
塵
で
醤
相
シ
昌
シ
昌
晶
ツ
グ
は
経
に
三
月
二
十
日
に

至
ね
内
相
シ
昌
チ
ル
メ
ル
を
罷
菟
し
新
に
ス
ク
ー
プ
レ
を
内
相
に

任
命
し
た
●

〔
（
ン
ガ
リ
匪
敵
府
韓
覆
陰
謀
の
護
見
〕
去
る
三
月
上
旬
ハ

ン
ガ
リ
ー
の
秘
密
フ
ァ
ツ
ス
ト
團
盟
が
外
國
贅
金
援
助
の
下
に
農

民
を
武
裟
煽
動
し
親
狽
政
府
樹
立
の
駕
め
ダ
ラ
昌
イ
内
閣
を
鱒
覆

す
る
目
的
を
以
て
プ
ク
ペ
ス
ト
進
軍
を
企
て
ん
と
す
る
陰
謀
が
嚢

畳
し
た
。
政
府
は
事
前
に
一
味
を
椴
暴
し
察
な
凄
を
得
た
が
、
警

親
紬
監
フ
エ
レ
ン
ツ
イ
は
罷
冤
さ
れ
事
件
の
重
大
性
が
取
沙
汰
さ

れ
て
ゐ
る
。
俺
ほ
グ
ラ
昌
イ
首
相
は
治
安
維
持
の
爲
め
に
強
硬
手

段
を
執
る
用
意
あ
る
こ
と
を
聲
明
し
た
o

〔
ル
誓
マ
昌
7
の
7
7
シ
ス
ト
聾
『
歴
〕
　
皆
相
タ
タ
レ
ス
ク
は

右
翼
涙
閣
僚
の
追
出
し
の
目
的
を
以
て
去
る
二
月
内
閣
の
改
廼
を

断
行
し
た
o

　
　
首
相
象
内
相
　
　
　
ク
タ
レ
ス
ク

　
　
”
誉
藁
農
相
　
　
カ
ッ
ス

　
　
鯵
相
（
留
任
）
　
　
　
ア
ン
ゲ
レ
ス
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
穴
Q

　
　
無
任
所
相
　
　
　
　
ヅ
嵩
ワ
ラ
（
前
法
相
）

　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
ユ
カ
（
前
内
相
）

　
爾
雁
首
相
は
全
フ
ァ
ツ
シ
罰
團
髄
の
閉
鎮
を
命
じ
た
が
、
他
方

力
賞
ル
皇
帝
は
・
ー
マ
駐
筍
公
使
の
鰯
還
命
令
を
嚢
し
、
今
後
ナ

チ
凋
逸
多
ア
ッ
シ
濁
伊
太
利
に
封
し
て
外
交
使
籔
を
涙
遣
せ
ざ
る

こ
と
を
竪
明
し
た
o

〔
フ
イ
ン
ラ
ン
ド
の
㎜
新
大
統
領
〕
　
去
る
二
月
十
五
日
に
學
行

さ
れ
た
大
統
齪
改
蓬
に
於
て
首
網
チ
爵
ル
リ
ォ
が
當
選
し
た
が
、

之
は
重
に
勢
働
農
民
蹴
の
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
瀧
。
後
任
内

閣
は
農
昆
襯
と
馳
民
蕪
の
聯
立
内
閣
か
、
タ
ン
ネ
ル
を
主
班
と
す

る
融
民
繍
内
閣
が
期
特
さ
れ
て
ゐ
る
。
爾
鷹
新
大
統
領
は
親
露
家

で
あ
る
爲
め
に
爾
國
の
接
近
が
襯
想
さ
れ
て
ゐ
る
o

〔ダン

チ
ツ
ヒ
の
憲
法
改
置
と
ナ
チ
黛
の
解
激
〕
去
る
五
月

十
三
日
ダ
ン
チ
ツ
廷
o
ナ
チ
窯
首
領
フ
墨
ル
ス
タ
驚
は
ナ
チ
窯
の

一
時
解
散
を
宜
冒
し
た
が
、
國
際
聯
盟
規
約
に
從
ふ
と
ダ
ン
チ
ツ

ヒ
憲
法
は
全
議
員
三
分
の
二
の
幽
席
を
要
し
、
且
つ
出
席
畿
員
の

三
分
の
二
の
多
数
を
以
て
改
正
し
得
る
ヒ
と
ム
な
つ
て
ゐ
る
の
で
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今
同
の
改
正
に
嘗
り
議
決
の
公
正
を
計
る
爲
め
に
一
時
ナ
チ
窯
を

解
散
す
る
皆
を
宣
曾
し
た
o

〔
薗
算
養
・
民
主
々
麓
の
勝
利
〕
　
ブ
ラ
ッ
セ
ル
市
選
墨
置
忙
於

け
る
下
院
麟
員
補
訣
選
華
は
去
る
四
月
十
・
一
日
に
學
行
さ
れ
た

が
・
民
主
々
義
捷
謹
の
意
味
か
ら
ゼ
ー
ラ
誓
首
相
は
自
ら
立
候

補
し
て
覧
フ
ア
シ
ス
ポ
簾
首
領
ド
グ
、
レ
ル
と
の
間
に
一
騎
打
が
演

ぜ
ら
れ
た
。
事
が
此
函
に
至
つ
た
の
は
最
近
勢
力
を
伸
長
し
て
來
・

た
7
ア
シ
ス
ト
鐵
（
レ
ツ
ク
ス
窯
）
は
曾
ろ
て
伊
太
利
の
好
意
に
よ

つ
て
ミ
ラ
ノ
か
ら
現
政
府
攻
撃
の
放
逡
を
し
た
り
、
皇
帝
に
議
會

解
散
を
要
求
し
た
り
種
々
威
示
を
行
つ
て
ゐ
た
が
、
絡
に
同
窯
選

出
議
員
オ
リ
ヴ
昌
を
僻
任
せ
し
め
繍
首
ド
グ
レ
ル
が
立
候
補
し
て

入
民
授
票
の
形
に
於
て
補
快
選
學
を
職
ふ
と
い
ふ
極
め
て
揺
職
的

封
度
に
出
た
爲
め
で
あ
る
o

　
之
に
封
し
民
主
潅
義
擁
護
の
意
味
で
ゼ
ー
ラ
ン
ド
首
相
自
ら
出

馬
し
た
の
で
あ
る
が
、
勢
働
繍
、
自
由
窯
、
カ
ト
リ
ツ
ク
窯
は
團

結
し
て
首
粗
を
支
持
し
た
の
で
、
最
初
か
ら
不
人
氣
で
あ
つ
た
ド

グ
レ
ル
は
大
敗
を
掘
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
左
の
通
り
、

　
　
　
　
　
戴
近
國
擦
験
治
情
勢

　
　
ゼ
ー
ラ
ン
ド
　
　
　
ニ
七
五
、
八
四
〇

　
　
ド
グ
レ
ル
　
　
　
　
　
　
六
九
、
二
四
二

　
　
無
敷
　
　
　
　
　
　
　
哺
八
、
一
三
八

〔
轡
太
利
フ
7
シ
ス
ト
蹴
㎜
大
評
議
會
〕
　
去
る
三
月
一
日
よ
ゆ

フ
ア
シ
ス
ト
露
大
評
議
會
が
開
か
れ
た
が
、
先
づ
（
一
）
軍
備
搬
張
、

國
家
総
動
員
，
軍
需
品
自
給
自
足
の
方
針
を
建
て
、
（
二
）
人
ロ
触

煎
の
方
策
と
し
て
多
産
戸
主
の
麟
艦
働
優
先
櫨
、
特
別
手
當
、
緒
婚

資
金
の
制
度
を
探
用
す
る
に
決
し
、
（
三
）
財
政
に
就
て
は
公
債
政

策
を
持
綴
す
る
こ
と
』
し
、
（
四
）
議
禽
制
度
臆
就
い
て
は
完
全
な

る
職
能
代
表
議
會
へ
の
改
銀
を
決
し
、
二
十
三
纏
奢
の
代
表
着
を

以
て
將
來
の
譜
會
を
構
成
せ
し
む
る
こ
と
嵩
し
距
㊥

〔
ス
ベ
イ
ン
の
内
閣
改
鑑
〕
國
内
の
励
臨
に
苦
し
む
政
府
は
窮

地
よ
砂
脆
す
る
爲
に
は
ア
ナ
ル
コ
6
サ
ン
ヂ
カ
リ
ス
ト
の
支
持
が

釜
≧
必
要
と
な
り
、
経
に
純
弊
な
る
人
民
職
線
内
閣
嶋
改
阻
さ
れ

る
こ
と
』
な
つ
た
。
去
る
五
月
十
七
露
に
改
慧
さ
れ
海
内
閣
の
顔

鰻
れ
左
の
如
し
も

　
　
首
相
験
藏
相
　
　
　
ネ
グ
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
一
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最
近
國
際
疏
漕
情
勢

外
相

國
防
相

法
相

内
相

丈
相
兼
保
健
相

農
相

公
共
事
業
相

勢
働
相

〔
中
國
・
王
寵
憲
雷
相
代
理
に
就
く
］

委
員
會
は
、
行
政
院
長
蒋
中
正
の
糧
絞
休
養
を
許
可
し
、
同
時
に

黙
院
長
体
養
中
外
交
部
長
王
寵
憲
に
行
政
院
長
職
櫃
の
代
行
を
命

ず
る
旨
決
定
、
斯
て
四
月
六
日
王
は
所
關
首
網
臨
時
代
理
の
職
に

就
い
た
o

〔中

國
・
修
正
土
地
滴
原
則
決
定
甘
五
月
五
日
中
央
政
治
委
員

會
は
、
二
十
三
箇
項
よ
り
成
る
『
修
正
土
地
法
原
則
』
を
決
定
し

た
。
該
原
則
は
自
作
農
の
保
謹
，
大
地
主
の
制
限
を
圖
ら
ん
と
す

る
も
の
で
、
之
が
賓
現
を
見
る
曉
に
於
て
は
孫
文
の
理
想
た
り
し

ヂ
ラ
ル

プ
リ
エ
ト

イ
ル
ヱ

ツ
ガ
グ
の
ゴ
イ
ア
チ

ヘ
ル
ナ
ン
デ
ツ

ウ
リ
ベ

ロ
ス
●
リ
オ
ス

ア
イ
グ
ア
デ
　
　
　
　
　
　
（
米
山
）

　
　
　
　
　
　
四
月
一
日
の
中
央
常
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ハ
ニ

地
権
準
均
の
精
紳
に
も
合
致
す
ぺ
く
重
要
な
る
肚
會
法
欄
と
な
ら

う
o
要
顯
は
次
の
如
し
o

　
（
一
）
自
作
農
保
謹
の
爲
め
、
臼
作
農
の
有
す
ぺ
き
誹
地
面
籏
の
最
砥
隆

　
　
　
度
を
髭
め
、
又
虜
作
愚
”
地
の
負
債
璽
最
高
限
魔
に
付
制
殴
を
設
け

　
　
　
る
こ
と
o

　
（
二
）
借
地
人
に
し
て
不
准
地
主
の
土
地
を
匠
年
以
上
綱
籔
緋
作
し
恥
且

　
　
　
つ
地
主
が
農
民
に
も
非
ず
叉
巻
碧
孤
寡
に
も
非
ず
し
て
土
竈
を
貸

　
　
　
L
生
活
せ
る
講
な
る
と
き
は
、
借
地
人
像
法
に
侠
り
其
の
土
地
の

　
　
　
徴
牧
を
請
求
し
得
る
こ
と
。

　
（
三
）
地
租
の
負
搬
を
輕
減
す
る
爲
め
、
地
租
の
最
高
額
を
定
む
る
こ
と

〔
中
國
・
國
民
大
會
代
騰
選
穆
翻
〕
國
民
大
會
は
愈
々
本
年
＋

百
＋
言
叢
函
警
砦
整
君
嘉
（
擁
繍
）
、
國
民

大
會
代
表
選
學
紬
事
務
既
は
、
代
表
選
學
期
日
を
來
る
七
月
二
十

日
よ
り
二
十
二
日
迄
，
結
果
の
稜
表
を
八
月
十
五
日
以
前
と
決
定

公
告
し
た
。

〔中

國
・
自
算
義
と
も
大
使
寅
換
〕
　
懸
案
中
の
中
國
．
白
耳
義

國
間
大
使
交
換
は
、
穴
月
八
日
、
自
國
側
は
現
駐
華
公
使
ギ
駈
ー

ム
を
、
中
國
側
は
前
西
班
牙
公
使
鑓
泰
を
夫
々
大
使
に
任
命
し
、
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薮
に
實
現
を
見
る
蓮
び
と
な
つ
た
“
，

〔
蘇
聯
』
邦
・
鐘
警
一
次
罪
薗
年
躰
即
餐
〕
四
月
二
十
八
日
蘇
聯
邦
政

府
は
、
其
所
謂
『
第
二
次
五
簡
年
計
聲
中
の
諸
種
の
企
業
が
豫
定

期
限
前
に
途
行
さ
れ
つ
』
あ
る
形
勢
』
に
鑑
み
、
明
一
九
三
八
年

一
月
一
a
よ
め
費
行
さ
れ
駈
第
三
吹
五
箇
年
計
叢
を
軍
急
立
案
す

る
方
針
で
あ
る
旨
嚢
衷
し
た
o

〔
篠
㎜
聯
邦
・
ト
（
手
＝
7
ス
キ
響
麗
刑
〕
　
去
る
一
九
三
四
年

＋
二
月
百
ど
ジ
グ
ラ
ー
ド
共
産
窯
委
員
會
書
記
セ
ル
ゲ
イ
．

†
；
壽
讐
墾
吉
（
麓
欝
慧
、
ス
ぞ
リ
談

櫨
に
よ
る
蘇
聯
邦
の
國
内
異
分
子
（
？
）
清
掃
工
作
に
は
物
凄
い
も

の
が
あ
る
。
飢
に
瞬
ノ
ヴ
ィ
エ
7
、
カ
ー
メ
ネ
フ
事
件
、
ラ
デ
ッ
ク
、

ビ
ヤ
ク
謹
7
簿
の
併
行
本
部
事
件
、
プ
ハ
警
リ
ン
、
ル
イ
コ
フ
窯

籍
除
名
事
件
等
は
敦
れ
も
本
誌
既
刊
號
に
於
て
之
を
報
道
し
た
。

其
の
他
本
年
四
月
以
降
に
於
て
も
，
ヤ
ー
ゴ
ダ
逮
捕
事
件
、
ア
ム

　ー

ル
，
コ
ー
カ
サ
ス
，
ウ
ス
リ
誓
諸
鐵
遣
に
絡
ま
る
諸
事
件
、
作
家

聯
盟
事
件
、
ガ
マ
ル
昌
ッ
ク
大
將
自
殺
專
件
、
白
露
共
和
國
要
人

自
殺
遽
捕
事
件
，
オ
ル
ジ
鱈
昌
キ
ー
ゼ
市
五
千
三
百
鹸
名
の
欝
籍

　
　
　
　
　
最
近
國
際
欧
治
情
勢

襯
奪
事
件
，
ト
ハ
チ
呂
7
ス
キ
ー
元
帥
事
件
、
等
々
，
公
表
さ
れ
た

も
の
の
み
を
邉
つ
て
も
枚
暴
に
邊
な
い
程
で
あ
る
。
薦
7
も
角
ザ
。

ぺ
・
ウ
長
盲
工
瞬
囲
フ
の
揮
ふ
辣
腕
は
ど
の
程
度
迄
槍
睾
を
蟹
大

し
て
行
く
の
か
見
當
が
つ
か
な
い
o

　
是
等
の
中
、
ト
ハ
チ
呂
フ
ス
キ
ー
元
帥
事
件
ぼ
全
枇
界
の
報
遣

憩
経
を
尖
ら
せ
た
近
衆
で
の
大
事
件
と
認
め
ら
れ
る
。
五
月
十
一

日
前
國
防
入
民
委
員
部
次
長
た
る
ト
元
帥
の
ウ
ォ
ル
ガ
軍
管
麗
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

令
官
へ
の
左
遷
が
公
衷
さ
れ
た
。
爾
後
此
左
蓬
を
中
心
に
嫁
は
噂

を
産
み
，
倫
敦
。
タ
イ
ム
ス
紙
上
邊
ゆ
に
於
て
も
種
々
の
報
遣
が
偲

へ
ら
れ
て
居
た
塵
，
六
月
十
日
ト
元
帥
等
赤
軍
最
高
首
脳
部
八
將

星
の
肌
謂
陰
諜
事
件
な
る
も
の
公
表
さ
れ
」
翌
＋
一
日
，
事
件
は

蘇
聯
～
邦
最
高
裁
判
所
特
別
裁
制
法
懸
の
非
公
開
審
理
に
購
”
さ
れ
海

が
、
翌
々
十
二
日
を
以
て
ト
元
蝕
等
八
將
星
の
死
刑
執
行
亦
嚢
褒

さ
れ
た
。
極
刑
の
理
由
と
し
て
外
聞
に
簿
へ
ら
れ
る
鴎
は
『
各
被

告
は
軍
人
の
義
務
違
反
、
魍
國
蘇
聯
邦
國
民
及
赤
軍
に
封
す
る
謀

叛
の
罪
で
あ
る
o
豫
審
の
結
果
、
右
被
告
蓮
及
故
ガ
マ
ル
昌
ッ
ク

（
歎
磐
籔
鶉
繁
申
影
）
舞
灘
髪
し
斐
鵠
肇
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
（
三
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最
麺
回
際
険
治
燈
勢

と
り
つ
袈
あ
る
菜
外
國
ー
翠
数
、
一
般
に
猫
逸
を
指
す
も
の
と

信
ぜ
ら
れ
て
居
る
1
軍
首
脳
部
と
反
園
家
的
關
係
を
有
し
、
英

の
軍
事
諜
報
機
關
の
爲
め
に
赤
軍
の
欣
態
に
關
す
る
情
報
を
提
供

し
、
戦
争
の
場
合
に
於
け
る
赤
軍
敗
職
の
準
獺
を
企
て
，
且
つ
地

主
及
養
本
家
政
鞭
の
復
活
を
援
助
す
る
目
的
を
抱
き
居
た
る
こ
と

判
明
し
た
』
と
云
ふ
に
在
る
。
加
之
、
例
に
よ
つ
て
各
被
告
ぱ
完

全
に
自
己
の
犯
罪
を
認
め
、
右
最
高
法
廷
之
を
確
認
し
た
、
と
嘗

は
れ
て
居
る
o

本
事
件
匿
關
す
る
左
三
紙
の
肥
事
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
政
権
の
清
描

工
作
に
封
す
る
種
淘
の
観
方
を
曙
示
す
る
も
の
と
恩
は
れ
る
。

　
　
一
蘇
紙
プ
ヲ
ウ
ダ
ー
『
我
密
偵
機
關
ぽ
健
在
に
し
て
釜
々
強
化
し
つ

　
Σ
あ
り
、
如
何
な
る
ス
パ
イ
も
適
瞳
絶
滅
し
得
』
と
諭
じ
て
（
彼
等
の

　
所
謂
『
日
獅
フ
7
ッ
シ
響
』
を
攻
繋
し
た
）
（
六
月
十
一
日
附
）

　
　
米
紙
畠
昌
書
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ス
ー
1
・
『
ス
タ
ー
リ
ソ
氏
の
是
等
將
軍

　
に
封
す
る
苛
酷
な
購
置
絃
、
恐
ら
く
彼
自
身
の
張
さ
を
表
ほ
す
と
同
時

　
に
鶏
さ
を
も
衷
は
し
て
居
る
。
ス
タ
ー
9
γ
政
描
に
封
す
る
不
満
及
不

　
姿
ボ
國
内
に
根
強
く
浸
潤
し
て
居
る
と
云
ふ
疑
を
抱
か
ざ
る
を
得
な

　
い
』
（
六
月
十
二
日
附
）

　
　
莫
紙
タ
イ
ム
ス
ー
噛
今
同
の
秘
密
威
刑
に
依
り
世
轟
の
眼
に
映
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
鴎

　
る
ス
タ
，
リ
ソ
氏
ぽ
以
繭
に
此
し
更
に
若
干
馬
鹿
氣
た
者
と
な
り
、
ス

　
タ
冒
リ
ソ
亀
蘇
聯
邦
も
釜
々
了
解
園
難
な
も
の
と
な
つ
た
。
濁
深
と
し

　
て
銃
殺
さ
れ
た
人
物
の
彌
ど
紮
部
が
反
蜀
的
だ
つ
た
二
と
ほ
周
鄭
の
事

　
實
で
あ
り
，
裁
鋼
ほ
形
講
に
邊
ぎ
ず
も
叉
夷
れ
が
塞
前
の
遽
度
に
行
は

　
れ
た
こ
と
ほ
特
籔
に
櫨
す
る
隔
（
六
月
十
三
日
附
）

〔
ッ
イ
リ
ッ
嘘
ン
●
莚
況
片
々
〕
　
渡
米
中
の
ケ
ー
ソ
ン
大
統
頼

（
轟
）
茜
月
青
讐
の
箋
肇
警
に
於
菱
霊
義

読
し
た
㊧

　
　
『
ペ
ル
ギ
ー
、
晶
チ
愛
ビ
ア
、
鵬
洲
の
鯛
に
轍
す
る
も
條
約
に
依
る
中

　
立
保
陣
ぼ
當
て
に
な
ら
ぬ
。
鵠
等
ほ
何
國
と
雌
も
多
大
の
生
命
財
蜜
を

　
犠
牲
に
供
せ
ざ
る
以
上
，
て
り
ぎ
彰
獲
樽
出
來
ぬ
糠
に
畿
署

　
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
陸
軍
の
編
威
腺
ブ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
自
身
の

　
國
防
を
強
化
す
る
矯
め
の
も
の
で
、
米
國
の
御
先
棒
と
な
る
爲
め
で
ほ

　
な
い
。
』

　
又
同
大
統
債
は
四
月
五
日
ワ
ッ
ン
ト
ン
よ
り
の
ラ
ヂ
オ
放
逡
κ

　
　
　
　
ヨ
ン
を
ク
ウ
あ
ル
ス

於
て
．
『
現
聯
邦
政
府
樹
立
以
楽
髄
験
せ
る
構
限
の
不
分
明
を
除
去

す
る
必
嬰
上
。
猫
立
準
備
期
間
（
一
九
三
六
年
乃
軍
四
六
年
）
を
一

九
三
八
年
叉
は
鷺
九
年
迄
忙
短
縮
し
た
い
』
と
云
ふ
希
望
を
率
直

に
表
明
し
た
。
跳
凋
立
期
繰
上
は
砂
糖
業
關
係
者
の
一
部
を
除
い



仰）

て
フ
ィ
リ
ッ
ビ
ン
官
民
の
歎
迎
す
る
盧
で
あ
る
。
一
方
新
任
比
島
駐

奮イ

雛
麟
ナ
奪
；
三
纏
）
は
、
巷
馨
の
塗

四
月
八
日
ホ
ノ
ル
ル
に
於
て
次
の
如
く
談
話
し
た
。

　
勾
掲
立
準
傭
期
間
短
縮
の
成
盃
絵
．
主
と
し
て
通
商
關
係
に
關
し
米
本

圃
あ
間
に
如
何
な
る
器
を
繍
ぷ
か
に
依
つ
て
決
定
さ
れ
る
。
フ
4

　
蜘
ッ
ピ
y
に
於
て
近
き
賂
來
馨
慮
さ
る
ぺ
き
重
要
閥
題
は
、
（
一
）
比
島

　
恥
立
法
に
規
完
す
べ
き
條
狽
、
（
二
）
米
本
國
の
封
比
島
通
商
關
係
猪
置
塾

　
（
三
）
比
島
の
政
潰
的
及
観
濟
的
猫
立
適
威
に
先
立
ち
寳
行
を
璽
す
る
同

　
島
の
経
濟
的
蘭
整
．
の
三
者
で
あ
る
。
』

　
次
に
將
來
開
か
る
ぺ
き
米
比
共
同
通
商
経
濟
會
議
に
封
す
る
豫

備
的
措
置
の
一
た
る
釆
比
共
同
麻
門
委
員
會
は
、
愛
方
委
員
の
任

命
を
経
て
、
四
月
十
九
日
よ
り
ワ
シ
ン
ト
ン
に
開
催
さ
れ
た
が
、

　
一
、
比
島
が
脛
濟
的
に
自
立
し
得
る
迄
の
一
定
期
間
．
米
比
聞
に
存
在

　
　
す
べ
き
特
懲
通
商
の
性
質

　
二
．
右
特
憲
期
間
終
了
後
の
蓮
商
關
係
を
律
す
べ
き
細
目
協
定

　
三
，
毘
島
纏
涛
禰
整
の
竃
行
方
法
及
奥
の
賢
金

　
四
、
比
島
の
通
貨
、
銀
行
劒
度
並
に
属
際
債
務
の
條
狽
を
璽
更
す
る
こ

　
　
と
の
可
否

　
誠
，
艶
全
猫
立
後
に
於
け
る
米
國
及
比
島
市
民
の
権
利
利
釜
の
保
護

　
六
、
此
島
中
立
保
障
に
闘
す
る
國
瞭
協
定
の
可
能
牲

　
　
　
　
　
畳
｝
近
國
憾
即
敦
鶉
催
戯
澱

　
右
本
項
目
が
該
專
門
婆
員
會
の
研
究
討
議
櫃
目
で
あ
る
。
猶
縢

該
委
員
會
の
構
限
は
リ
コ
メ
ン
デ
盲
シ
盟
ン
（
勧
漢
）
を
爲
す
も
の

で
、
各
關
係
當
局
に
於
て
此
勤
奨
を
審
議
の
上
米
國
大
統
領
に
提

出
す
る
こ
乏
ム
な
つ
て
居
る
o

〔
ビ
ル
マ
・
印
度
よ
9
分
離
〕
　
去
る
一
九
三
五
年
八
月
ニ
ロ
、

英
國
政
府
は
『
印
度
統
治
法
』
及
『
ピ
ル
噌
統
治
法
』
を
公
布
し
、

之
に
依
り
印
度
と
ピ
ル
マ
と
は
新
型
式
の
下
に
統
治
さ
れ
る
こ
と

姦
つ
轟
講
墨
巻
）
．
驚
法
謹
巷
葉
茜
旦
日

よ
む
施
行
と
決
定
し
箆
。
ピ
ル
マ
統
治
法
鳳
其
の
立
法
趣
旨
及
形

式
上
、
印
度
統
濃
法
と
略
類
似
し
、
印
度
と
同
檬
ビ
ル
マ
を
一
元

化
さ
れ
た
る
統
治
機
構
の
下
に
置
豊
．
ビ
ル
で
民
の
参
政
櫨
を
著

し
く
擬
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
斯
て
幽
八
八
五
年
の
駈
調
第
三
弐

　
　
ピ
ル
マ

英
●
緬
載
役
に
よ
砂
ビ
ル
で
號
朝
が
滅
亡
し
て
以
察
、
全
ピ
ル
マ
は

　
　
　
　
　
　
ブ
ロ
ヴ
イ
ン
あ

英
領
印
度
の
一
　
州
　
と
な
つ
て
居
た
が
も
今
同
政
治
的
に
郎
慶

よ
夢
分
離
す
る
に
至
つ
た
。
既
分
離
ぱ
英
本
國
が
ピ
ル
マ
人
多
年

の
要
求
に
漸
進
的
借
置
を
講
じ
瀧
も
の
で
あ
る
が
、
ビ
ル
マ
人
は

印
度
人
と
人
種
，
蓄
語
、
宗
敷
、
匿
史
、
丈
化
、
風
俗
。
耽
愈
纐

織
等
の
殿
に
於
宅
全
然
異
る
と
鏡
ふ
篠
な
こ
と
も
、
分
灘
要
望
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
西
盆
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義
近
風
廉
欧
治
憺
勢

由
の
甚
あ
つ
た
。
要
す
る
に
四
月
百
よ
り
ビ
ル
マ
は
印
度
と

同
檬
、
英
帝
國
内
に
於
て
『
ク
ラ
ウ
ン
昌
回
昌
1
』
と
唖
ド
ミ
昌

オ
ン
・
ス
テ
毒
タ
ス
』
の
中
間
的
地
位
を
取
得
す
る
こ
と
｝
な
つ

た
。
從
て
英
帝
戴
冠
式
及
嗣
い
で
開
か
れ
た
英
帝
國
會
議
に
は
ビ

ル
マ
の
代
表
審
が
列
席
し
た
。

〔
シ
リ
7
．
サ
ン
ジ
ヤ
ツ
ケ
閥
題
段
落
〕
　
佛
國
委
任
統
治
地

た
る
シ
リ
ア
と
ト
ル
コ
共
和
國
と
の
、
地
中
海
滑
岸
接
婆
地
帯
サ

潔
ジ
や
ッ
ク
に
封
す
る
紛
雫
は
、
豫
宅
よ
り
國
際
聯
盟
理
事
會
に

於
て
虜
理
さ
れ
つ
』
あ
つ
た
が
噛
本
年
一
月
理
事
會
探
操
の
報
告

（
蝕
）
に
基
き
五
月
二
十
九
日
。
佛
土
爾
國
代
衷
間
に
解
決
協
定
成

立
し
た
。
協
定
は
二
箇
の
傑
約
及
宣
欝
、
取
極
、
交
換
公
文
と
よ

り
成
り
、
條
約
の
一
は
サ
ン
ツ
ヤ
リ
ク
東
方
の
領
土
保
全
に
關
し

爾
國
参
謀
本
部
聞
の
聯
絡
を
規
定
し
、
他
の
一
は
シ
リ
ア
、
ト
ル

コ
間
の
國
塊
不
可
侵
に
位
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
o

（
蝕
）
報
告
は
勿
論
佛
土
爾
國
の
翻
驕
を
輕
た
も
の
で
翼
貼
ほ
次
の
通

り
で
あ
る
。
（
一
》
影
㌻
〃
を
特
別
地
域
と
し
内
政
上
岨
塁
な

　
る
獅
立
を
許
容
す
る
も
，
外
交
厭
シ
リ
ア
之
を
撃
り
，
官
制
及
幣
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃
六
六

　
　
に
關
し
て
は
爾
膚
聞
に
共
題
の
欄
度
を
施
行
す
。
（
二
）
同
地
方
を
非

　
　
武
鍵
地
欝
と
し
…
僅
少
の
地
方
警
察
隊
の
み
駐
在
せ
し
む
．
（
三
）
岡
地

　
　
方
の
領
土
傑
全
を
確
保
す
る
爲
め
佛
土
爾
風
聞
に
條
約
を
、
彿
土
シ

　
　
リ
ア
三
國
間
に
協
鴬
を
締
結
す
o
（
四
）
ト
ル
雲
が
ア
レ
キ
サ
γ
ド
レ

　
　
ッ
タ
港
を
使
爾
し
偲
る
爲
め
の
幾
定
を
設
け
る
o

〔
エ
ヂ
ブ
ト
・
領
窟
畿
翻
“
権
瀬
㎜
麗
條
約
成
る
〕
　
挨
及
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ツ
ク
盈
鉱
δ
3

る
領
事
裁
判
権
の
農
止
、
並
に
遜
渡
的
辮
法
と
し
て
の
混
合
裁
制

じ
ひ馨

霧
に
警
凝
裏
塁
ン
ト
㌃
轟
（
麟
騒
は
、

豫
定
題
り
四
月
十
二
臼
よ
り
開
催
さ
れ
た
が
、
五
月
八
日
、
埃
及

及
各
國
代
表
間
に
一
條
約
の
調
印
を
了
し
た
。
條
約
は
附
麗
欝
並

に
挨
及
政
府
宣
冒
轡
を
俘
ふ
も
の
で
あ
る
が
，
要
領
は
次
の
通
夢

で
あ
る
。

　
一
、
特
権
享
憂
國
ほ
領
廓
裁
鮒
溜
制
魔
の
完
至
な
る
撒
陵
を
凍
則
的
に

　
　
承
認
し
、
繭
九
婁
七
年
十
月
†
流
日
以
後
其
の
領
事
識
鎧
を
慶
止
す
。

　
二
、
右
一
九
三
七
年
十
丹
十
霊
日
よ
り
一
九
四
七
年
十
月
十
四
日
に
蚕

　
　
る
十
箇
年
の
遇
渡
期
間
中
，
混
合
識
鋼
肪
を
存
置
し
、
條
約
附
罵
の

　
　
司
法
組
織
規
兜
に
從
ひ
．
特
窟
『
外
國
入
』
に
關
す
る
事
項
に
付
裁
鋼

　
　
を
行
ふ
〇

　
三
、
司
法
組
織
規
発
に
於
て
『
外
國
人
』
な
る
籍
を
混
合
『
識
麹
厨
の
管
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轄
た
る
外
國
人
と
ほ
本
撫
約
調
印
國
の
國
民
及
遡
て
法
令
を
以
て
定

　
　
め
ら
る
べ
き
其
の
他
の
國
の
國
民
と
す
』
と
定
義
し
、
挨
及
政
府
の

　
　
宣
冒
書
に
依
り
掲
逸
他
七
國
の
國
属
を
後
者
に
島
す
る
も
の
と
す
。

　
　
（
域
ハ
す
る
に
覧
シ
リ
ヤ
、
レ
バ
ノ
γ
b
．
ハ
レ
ス
タ
イ
ソ
、
ト
ラ
γ
ス
ジ

　
　
鱒
ル
握
昌
ヤ
人
箪
ほ
挨
夕
國
の
戯
剣
櫃
に
服
す
る
こ
と
』
な
る
）

　
四
、
『
外
國
人
』
に
適
用
か
及
ぼ
さ
る
ぺ
き
挨
及
法
制
は
近
代
法
制
に
於

　
　
て
一
般
忙
探
用
せ
ら
る
玉
隙
則
に
櫨
る
こ
と
を
罫
す
o
且
つ
挨
及
法

　
　
人
（
殊
に
財
政
事
項
に
關
し
外
國
人
及
外
國
費
本
が
其
の
大
部
分
を

　
　
占
む
）
に
封
し
混
合
裁
鋼
所
の
管
轄
棚
を
認
む
〇

　
五
、
挨
及
政
府
は
各
國
と
の
間
に
友
好
居
住
縢
約
を
締
鰭
す
る
の
用
慰

　
　
あ
る
旨
膣
明
。

　
六
、
混
合
第
鴨
審
院
到
事
六
十
幅
省
中
四
十
名
を
、
同
控
訴
院
鋼
事
十

　
　
兀
名
中
十
一
名
を
夫
々
外
國
人
乞
す
、

　
又
五
月
二
十
六
日
、
國
際
聯
盟
総
會
は
満
場
増
致
（
四
十
六
票
）

を
以
て
埃
及
國
の
聯
盟
加
入
を
承
認
し
た
o

〔佛國・，

7
ル
ム
内
閣
倒
る
〕
　
咋
笙
ハ
月
四
日
成
立
以
來
所

謂
人
民
載
線
内
閣
と
し
て
相
當
の
成
績
を
牧
め
て
來
た
レ
才
ン
㊤

ブ
ル
塗
墓
手
る
畿
畠
（
淋
講
駐
巻
）
は
，
財
肇

濟
凋
”
裁
“
法
案
を
皿
続
り
上
院
と
麗
面
衝
（
契
の
結
果
、
山
ハ
月
二
十
一
日

早
開
絡
に
組
閣
後
一
年
に
し
て
穂
辮
職
し
た
o

　
　
　
　
　
最
澄
國
瞭
駿
治
情
勢

　
是
よ
の
先
，
三
月
十
六
日
巴
塁
郊
外
ク
リ
ッ
ー
に
於
て
極
友
派

及
勢
働
者
封
警
察
隙
の
衝
典
乱
闘
起
り
、
五
名
の
死
者
と
三
百
名

の
負
傷
者
を
出
し
た
事
件
が
あ
つ
て
，
幽
時
串
央
政
界
忙
曙
影
を

投
じ
た
o
此
頃
よ
の
C
働
G
。
T
は
博
覧
會
工
事
絡
了
に
依
る
失
粟

　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン

者
救
濟
の
爲
め
百
億
法
の
土
木
事
業
起
工
を
要
求
し
、
共
産
憲
亦

之
に
呼
慮
し
て
、
プ
ル
ム
内
閣
を
威
麟
し
た
が
、
首
相
は
能
く
之

が
鎭
翻
に
成
功
し
、
一
方
土
木
事
業
の
中
止
繰
延
と
政
費
簿
約

と
を
断
行
し
て
内
閣
を
維
持
す
る
に
努
め
楽
つ
た
。
併
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
リ
ン

佛
國
財
政
上
の
瘤
疾
は
漸
く
深
く
、
六
月
十
五
日
政
府
は
噌
法
の

維
持
財
政
建
直
し
，
爵
蓄
貨
幣
及
公
信
用
保
護
に
必
要
な
る
譜
置

を
執
る
爲
め
、
政
府
に
短
期
間
（
轍
縢
駿
毒
躰
）
の
髪
緩

濁
裁
権
を
賦
與
せ
ん
と
す
る
』
（
要
旨
）
法
案
を
下
院
忙
提
醐
し
驚
。

下
院
は
政
府
案
を
修
正
の
上
翌
十
六
日
三
四
六
票
封
二
四
七
禦
を

以
て
之
を
可
決
、
次
で
蝿
修
疋
案
は
上
院
に
提
鵬
さ
れ
た
が
、
十

九
日
上
院
は
此
修
正
案
を
一
八
八
票
謝
七
二
票
を
以
て
否
決
し
岡

時
に
上
院
委
員
會
に
依
る
代
案
を
可
決
し
た
o
然
る
に
同
日
夜
下

一
院
は
前
廟
㎜
修
正
謹
恥
を
三
四
六
可
蕉
謝
二
餌
八
西
漏
を
以
て
再
ぴ
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
く
七
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最
鑓
画
薩
虞
治
情
勢

し
ち
該
案
は
二
十
聞
朝
上
院
に
廻
付
さ
れ
た
爲
め
、
叢
に
下
院
即

ち
寂
府
と
上
院
と
は
正
面
衝
突
の
危
機
に
瀕
し
た
。
於
荘
下
院
左

翼
徽
員
代
表
會
議
絵
一
の
望
協
試
案
を
上
院
に
提
出
し
（
歌
府
亦

既
試
案
を
受
諾
）
亀
種
鳶
斡
旋
に
努
め
た
が
，
同
夜
上
院
は
此
試
案

を
一
六
バ
票
調
九
六
票
を
以
て
否
決
し
、
緒
局
ブ
ル
ム
内
閣
に
依

る
財
政
危
機
の
打
開
は
不
成
功
と
な
つ
た
。
以
上
が
佛
國
今
吹
敏

…
愛
の
大
嬰
で
あ
る
o

億
佛
闘
ξ
ン
ヨ
璽
勘
」
ン
内
閣
虚
例
る
］
　
穴
月
二
十
二
日
、
ブ
ル
ム

内
閣
貫
の
シ
冒
ー
ク
ソ
を
首
相
と
し
て
、
跡
内
閣
よ
o
幾
分
右
傾

せ
る
人
民
職
線
内
閣
が
再
現
し
た
o
閣
員
の
串
数
は
前
内
閣
員
噂

あ
り
t
前
首
相
プ
ル
ム
が
副
雷
相
と
し
て
、
急
進
肚
會
欝
内
有
数

の
財
政
通
た
る
駐
米
大
使
ポ
ネ
が
藏
相
と
し
て
夫
々
入
閣
し
た
こ

と
は
注
臥
に
値
す
る
。
新
内
閣
は
勿
論
前
内
閣
の
融
會
主
義
政
策

は
之
を
踏
襲
す
る
が
魯
財
政
経
濟
に
就
い
て
は
統
制
管
理
等
の
政

策
を
排
す
る
方
針
の
檬
で
あ
る
o
併
し
な
が
ら
新
内
閣
中
の
右
異

た
る
念
進
肚
會
鴬
且
、
命
後
釜
々
左
翼
と
封
立
抗
孚
の
度
を
強
め

る
に
至
る
ぺ
く
、
此
邊
に
新
内
閣
の
前
途
に
封
す
る
危
倶
が
潜
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ハ
八

も
の
と
察
せ
ら
れ
る
⑫
二
噸
二
日
午
後
十
一
時
シ
鱒
篭
タ
ン
が
ル

プ
ラ
ン
大
麓
領
に
提
幽
せ
る
閣
員
名
簿
は
左
の
如
し
◎
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カ
ミ
イ
毘
。
シ
羽
む
ダ
γ
　
　
　
　
（
急
縫
瀧
會
黙
》

レ
オ
ソ
o
ブ
ル
ム
　
　
　
　
　
　
　
　

（
融
會
識
）

ア
ル
ペ
ー
ル
o
サ
隣
1
　
　
　
　
　

（
急
進
一
臓
會
黙
）

モ
蓼
リ
ス
麟
ヴ
4
オ
レ
ッ
ト
（
急
進
勉
愈
一
裳
「
留
鶴
）

蕃
ー
ル
・
フ
才
ー
ル
　
　
　
　
　
　
（
趾
奮
黙
、
留
錘
）

エ
ヅ
ア
ー
ル
・
ダ
ラ
ヂ
4
エ
　
（
急
進
融
會
黙
，
留
任
）

せ
ザ
冒
ル
。
勇
ソ
パ
ソ
ギ
　
　
　
　
　
（
懸
灘
証
會
黙
）

ピ
昂
ー
ル
・
認
グ
ト
　
　
　
　
（
念
進
融
儲
露
亀
留
任
）

Ψ
ッ
ク
ス
環
寵
ル
そ
ア
　
　
　
　
　
（
融
會
露
も
留
任
）

ボ
y
ン
サ
ζ
オ
ー
リ
オ
ル
　
　
　
　
（
融
會
露
）

ジ
ャ
ン
o
が
孟
イ
　
　
　
　
（
急
進
祉
會
蕪
、
留
任
》

イ
ヴ
才
ン
。
ヂ
ル
求
ス
　
　
　
（
急
謹
會
黙
矯
留
任
）

モ
ー
リ
ス
o
ム
テ
　
　
　
　
　
　
　
画
融
宙
黙
ち
留
任
）

ヅ
岡
ル
ジ
ュ
o
ボ
ネ
　
　
　
　
　
　
　
ニ
懲
紬
鵜
融
ユ
蟹
皿
篇
）

ア
ル
ペ
ー
ル
・
リ
ヴ
《
工
看
ル
　
　
（
肚
禽
冊
篇
t
留
任
）

γ
ン
リ
・
ク
ヴ
4
昌
　
　
　
　
　
　
　
（
急
逡
融
會
糊
）

フ
呂
ル
ナ
ン
・
望
ヤ
プ
サ
ル
　
　
　
　
（
念
瀧
敵
禽
鑑
買

ジ
溺
ル
ジ
ュ
・
モ
ネ
　
　
　
　
　
（
肚
會
黙
，
留
任
）

ジ
ャ
ソ
・
ル
，
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔵
會
鴬
）

ア
ソ
ド
レ
●
フ
畠
ヴ
サ
笛
　
　
　
　
　
　
（
鮭
ム
概
鍛
皿
）

マ
ル
〃
・
り
並
力
璽
ル
　
　
　
　
　
　
（
急
泡
融
禽
愚
繍
）

〔
中
國
以
下
の
賭
狽
は
6
我
外
務
省
構
職
部
『
翅
鯛
降
報
画
．
働
敦
・
『
タ
イ

ム
ス
』
℃
上
海
南
串
報
』
、
唖
東
京
朝
日
遍
魯
其
の
億
に
櫨
る
〕
　
　
6
英
）


